
JP 2009-528739 A5 2010.4.22

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成22年4月22日(2010.4.22)

【公表番号】特表2009-528739(P2009-528739A)
【公表日】平成21年8月6日(2009.8.6)
【年通号数】公開・登録公報2009-031
【出願番号】特願2008-556761(P2008-556761)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  24/06     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  24/10     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ   4/06     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ２４３　
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ２４５　
   Ｈ０４Ｑ   7/00    １２０　

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月25日(2010.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体装置の動作テストを実施する方法であって、
　テストシステムから受信されるテスト始動メッセージに応じて、前記移動体装置のテス
トモジュールを始動させることと、
　前記テストシステムから無線リンク制御（ＲＬＣ）データユニットを受信することと、
　前記テストモジュールにより受信される前記ＲＬＣデータユニットに基づいて、エラー
メトリックを決定することと、
　前記エラーメトリックを前記テストシステムに報告することと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記エラーメトリックを決定することは、前記テストモジュールによる受信が成功した
前記ＲＬＣデータユニットをカウントすることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記エラーメトリックを決定することは、前記テストモジュールによる受信が失敗した
前記ＲＬＣデータユニットをカウントすることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記エラーメトリックを決定することは、前記テストモジュールにおいて受信される前
記ＲＬＣデータユニットに基づいてエラーレートを決定することを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記ＲＬＣデータユニットを受信することは、ダウンリンク制御チャネルを介してテス
トモジュールにおいて前記ＲＬＣデータユニットを受信することを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　テストシステムと前記移動体装置との間に一方向ダウンリンク無線ベアラを構成するこ
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とをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＲＬＣデータユニットを受信することは、前記一方向ダウンリンク無線ベアラを介
して前記テストモジュールにおいて前記ＲＬＣデータユニットを受信することを含む、請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　移動体装置の動作テストを実施する方法であって、
　前記移動体装置のテストモジュールを始動させるために、前記移動体装置へテスト始動
メッセージを送信することと、
　前記移動体装置へ無線リンク制御（ＲＬＣ）データユニットを送信することと、
　前記テストモジュールにより受信される前記ＲＬＣデータユニットに関連するエラーを
示す少なくとも１つのエラーメトリックを前記移動体装置から受信することと
　を含む方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのエラーメトリックを受信することは、前記移動体装置からユニッ
トカウントを受信することを含み、その場合前記ユニットカウントは、いくつのＲＬＣデ
ータユニットがテストモジュールにおいて受信に成功したかを識別する、請求項８に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのエラーメトリックを受信することは、前記移動体装置からユニッ
トカウントを受信することを含む、その場合前記ユニットカウントは、いくつのＲＬＣデ
ータユニットがテストモジュールにおいて受信に失敗したかを識別する、請求項８に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記エラーメトリックに基づいてエラーレートを計算することをさらに含む、請求項８
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのエラーメトリックを受信することは、少なくとも１つのエラーレ
ートを受信することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＲＬＣデータユニットを送信することは、一方向ダウンリンク無線ベアラを介して
前記テストモジュールへ前記ＲＬＣデータユニットを送信することを含む、請求項８に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記ＲＬＣデータユニット送信することは、ダウンリンク制御チャネルを介して前記テ
ストモジュールへ前記ＲＬＣデータユニットを送信することを含む、請求項８に記載の方
法。
【請求項１５】
　移動体装置の動作テストを実施する方法であって、
　テストシステムから受信されるテスト始動メッセージに応じて、前記移動体装置内のテ
ストモジュールを始動させることと、
　前記移動体装置と前記テストシステムとの間に一方向アップリンク無線ベアラを構成す
ることと、
　前記テストシステムから無線リンク制御（ＲＬＣ）データユニットを受信することと、
　前記一方向アップリンク無線ベアラを介して前記テストシステムへループバックデータ
ユニットを返すことと、その場合前記ループバックデータの各々は、前記テストモジュー
ルにより受信される前記ＲＬＣデータユニットの少なくとも一部を含むことと、
　を含む方法。
【請求項１６】
　前記テストシステムと前記移動体装置との間に一方向ダウンリンク無線ベアラを構成す
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ることをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＲＬＣデータユニットを受信することは、前記一方向ダウンリンク無線ベアラを介
して前記ＲＬＣデータユニットを受信することを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＲＬＣデータユニットを受信することは、ダウンリンク制御チャネルを介して前記
ＲＬＣデータユニットを受信することを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　各ＲＬＣデータユニットは、疑似乱数データを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記一方向アップリンク無線ベアラはランダムアクセスアップリンク送信チャネルに関
連する、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　移動体装置であって、
　テストシステムから受信されるテスト始動メッセージに応じて前記移動体装置内のテス
トモジュールを始動させるように構成されるプロセッサと、
　前記テストモジュールに関連し、前記テストモジュールにおいて前記テストシステムか
ら受信されるＲＬＣデータユニットに基づいてエラーメトリックを決定するように構成さ
れるメトリック評価部と、
　前記エラーメトリックを前記テストシステムに報告するように構成されるトランシーバ
と
　を備える移動体装置。
【請求項２２】
　前記メトリック評価部は、前記エラーメトリックを決定するために、前記テストモジュ
ールによる受信が成功した前記ＲＬＣデータユニットをカウントするように構成されるカ
ウンタを備える、請求項２１に記載の移動体装置。
【請求項２３】
　前記メトリック評価部は、前記エラーメトリックを決定するために、前記テストモジュ
ールによる受信が失敗した前記ＲＬＣデータユニットをカウントするように構成されるカ
ウンタを備える、請求項２１に記載の移動体装置。
【請求項２４】
　前記エラーメトリックはエラーレートを含み、前記メトリック評価部は、前記テストモ
ジュールにより受信される前記ＲＬＣデータユニットに基づいて前記エラーレートを決定
するように構成される、請求項２１に記載の移動体装置。
【請求項２５】
　前記移動体装置は、ダウンリンク制御チャネルを介して前記テストモジュールにおいて
前記ＲＬＣデータユニットを受信する、請求項２１に記載の移動体装置。
【請求項２６】
　前記移動体装置は、一方向ダウンリンク無線ベアラを介して前記テストモジュールにお
いて前記ＲＬＣデータユニットを受信する、請求項２１に記載の移動体装置。
【請求項２７】
　移動体装置に関連するテストシステムであって、
　前記移動装置内のテストモジュールを始動させるために、前記移動体装置へテスト始動
メッセージを送信し、
　前記移動体装置へ無線リンク制御（ＲＬＣ）データユニットを送信し、
　前記テストモジュールにより受信される前記ＲＬＣデータユニットに関連するエラーを
示す少なくとも１つのエラーメトリックを前記移動体装置から受信する
　ように構成されるトランシーバ
　を備えるテストシステム。
【請求項２８】
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　受信される前記エラーメトリックは、いくつのＲＬＣデータユニットが前記テストモジ
ュールにより受信に成功したかを識別するユニットカウントを含む、請求項２７に記載の
テストシステム。
【請求項２９】
　受信される前記エラーメトリックは、いくつのＲＬＣデータユニットが前記テストモジ
ュールにより受信に失敗したかを識別するユニットカウントを含む、請求項２７に記載の
テストシステム。
【請求項３０】
　受信される前記エラーメトリックに基づいてエラーレートを計算するように構成される
メトリック計算部をさらに備える、請求項２７に記載のテストシステム。
【請求項３１】
　前記トランシーバは、一方向ダウンリンク無線ベアラを介して前記テストモジュールへ
前記ＲＬＣデータユニットを送信するように構成される、請求項２７に記載のテストシス
テム。
【請求項３２】
　前記トランシーバは、ダウンリンク制御チャネルを介して前記テストモジュールへ前記
ＲＬＣデータユニットを送信するように構成される、請求項２７に記載のテストシステム
。
【請求項３３】
　移動体装置であって、
　テストシステムから受信されるテスト始動メッセージに応じて、前記移動体装置内のテ
ストモジュールを始動させるように構成されるプロセッサと、
　前記テストモジュールに関連し、一方向アップリンク無線ベアラを介してループバック
データユニットを返すように構成されるループバックモジュールと、その場合前記ループ
バックデータユニットの各々は、前記テストモジュールにより受信される無線リンク制御
（ＲＬＣ）データユニットの少なくとも一部を含むことと、
　前記テストシステムから前記ＲＬＣデータユニットを受信し、前記テストシステムへ前
記ループバックデータユニットを送信するように構成されるトランシーバと
　を備える移動体装置。
【請求項３４】
　前記トランシーバは、一方向ダウンリンク無線ベアラを介して前記ＲＬＣデータユニッ
トを受信する、請求項３３に記載の移動体装置。
【請求項３５】
　前記トランシーバは、ダウンリンク制御チャネルを介して前記ＲＬＣデータユニットを
受信する、請求項３３に記載の移動体装置。
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